
昭
和
五
十
一
年
建
設
省
令
第
十
三
号

河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
施
行
規
則

河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
ダ
ム
の
構
造
計
算
）

第
一
条
　
ダ
ム
の
堤
体
及
び
基
礎
地
盤
（
こ
れ
と
堤
体
と
の
接
合
部
を
含
む
。
次
項
及
び
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
構
造
計
算
は
、
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
及
び
ダ
ム
の

危
険
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
荷
重
を
採
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
常
時
満
水
位
で
あ
る
場
合

二
　
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
で
あ
る
場
合

三
　
設
計
洪
水
位
で
あ
る
場
合

２
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
堤
体
及
び
基
礎
地
盤
に
関
す
る
構
造
計
算
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
が
常
時
満
水
位
以
下
で
、
か
つ
、
水
位
を
急
速
に
低
下
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
荷
重
を

採
用
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
構
造
計
算
に
用
い
る
設
計
震
度
）

第
二
条
　
ダ
ム
の
構
造
計
算
に
用
い
る
設
計
震
度
は
、
ダ
ム
の
種
類
及
び
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
値
以
上
の
値
で
当
該
ダ
ム
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
値
と
す
る
。

地
域
の
区
分

強
震
帯
地
域

中
震
帯
地
域

弱
震
帯
地
域

ダ
ム
の
種
類

一

重
力
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム

〇
・
一
二

〇
・
一
二

〇
・
一
〇

二

ア
ー
チ
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム

〇
・
二
四

〇
・
二
四

〇
・
二
〇

三

フ
ィ
ル
ダ
ム

ダ
ム
の
堤
体
が
お
お
む
ね
均
一
の
材
料
に
よ
る
も
の

〇
・
一
五

〇
・
一
五

〇
・
一
二

そ
の
他
の
も
の

〇
・
一
五

〇
・
一
二

〇
・
一
〇

２
　
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
が
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
で
あ
る
場
合
は
、
第
四
条
第
二
項
の
場
合
を
除
き
、
ダ
ム
の
構
造
計
算
に
用
い
る
設
計
震
度
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
値
の
二
分
の
一
の
値
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３
　
ア
ー
チ
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
の
ゲ
ー
ト
を
堤
体
以
外
の
場
所
に
設
け
る
場
合
に
お
け
る
当
該
ゲ
ー
ト
の
構
造
計
算
に
用
い
る
設
計
震
度
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
値
の
二
分
の
一
の
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
強
震
帯
地
域
、
中
震
帯
地
域
及
び
弱
震
帯
地
域
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
堤
体
の
自
重
）

第
三
条
　
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
ダ
ム
の
堤
体
の
自
重
は
、
ダ
ム
の
堤
体
の
材
料
の
単
位
体
積
重
量
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貯
留
水
に
よ
る
静
水
圧
の
力
）

第
四
条
　
令
第
六
条
の
貯
留
水
に
よ
る
静
水
圧
の
力
は
、
ダ
ム
の
堤
体
と
貯
留
水
と
の
接
触
面
に
対
し
て
垂
直
に
作
用
す
る
も
の
と
し
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｐ＝

Ｗ
０
ｈ
０

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｐ
、
Ｗ
０
及
び
ｈ
０
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｐ
　
貯
留
水
に
よ
る
静
水
圧
の
力
（
単
位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｗ
０
　
水
の
単
位
体
積
重
量
（
単
位
　
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

ｈ
０
　
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
水
位
か
ら
ダ
ム
の
堤
体
と
貯
留
水
と
の
接
触
面
上
の
静
水
圧
の
力
を
求
め
よ
う
と
す
る
点
ま
で
の
水
深
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

項
貯
水
池
の
水
位

ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
波
浪
を
考
慮
し
た
水
位
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

一
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
が
常
時
満
水
位
で
あ
る
場
合

常
時
満
水
位
に
風
に
よ
る
波
浪
の
貯
水
池
の
水
面
か
ら
の
高
さ
及
び
地
震
に
よ
る
波
浪
の
貯
水
池
の
水
面
か
ら
の
高
さ
を
加
え
た
水
位

二
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
が
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
で
あ
る
場

合

サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
水
位
に
風
に
よ
る
波
浪
の
貯
水
池
の
水
面
か
ら
の
高
さ
及
び
地
震
に
よ
る
波
浪
の
貯
水
池
の
水
面
か
ら
の
高
さ
の
二
分
の
一
を
加
え

た
水
位

三
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
が
設
計
洪
水
位
で
あ
る
場
合

設
計
洪
水
位
に
風
に
よ
る
波
浪
の
貯
水
池
の
水
面
か
ら
の
高
さ
を
加
え
た
水
位

２
　
令
第
五
条
第
一
項
及
び
前
項
の
地
震
に
よ
る
波
浪
の
貯
水
池
の
水
面
か
ら
の
高
さ
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
設
計
震
度
の
値
を
用
い
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
貯
水
池
内
に

た
い堆

積
す
る
泥
土
に
よ
る
力
）

第
五
条
　
令
第
六
条
の
貯
水
池
内
に

た
い堆

積
す
る
泥
土
に
よ
る
力
は
、
ダ
ム
の
堤
体
と
貯
水
池
内
に

た
い堆

積
す
る
泥
土
と
の
接
触
面
に
お
い
て
鉛
直
方
向
及
び
水
平
方
向
に
作
用
す
る
も
の
と
し
、
鉛
直
方
向
に
作
用
す
る
力
は

た
い堆

積
す
る
泥

土
の
水
中
に
お
け
る
単
位
体
積
重
量
を
基
礎
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
し
、
水
平
方
向
に
作
用
す
る
力
は
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｐ
ｅ＝

Ｃ
ｅ
Ｗ
１
ｄ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｐ
ｅ
、
Ｃ
ｅ
、
Ｗ
１
及
び
ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｐ
ｅ
　
泥
土
に
よ
る
水
平
力
（
単
位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｃ
ｅ
　
適
切
な
工
学
試
験
の
結
果
又
は
類
似
の
ダ
ム
の
構
造
計
算
に
用
い
ら
れ
た
値
に
基
づ
き
定
め
る
泥
圧
係
数

1



Ｗ
１
　

た
い堆

積
す
る
泥
土
の
水
中
に
お
け
る
単
位
体
積
重
量
（
単
位
　
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

ｄ
　
貯
水
池
内
に

た
い堆

積
す
る
と
予
想
さ
れ
る
泥
土
面
か
ら
ダ
ム
の
堤
体
と

た
い堆

積
す
る
泥
土
と
の
接
触
面
上
の
泥
土
に
よ
る
水
平
力
を
求
め
よ
う
と
す
る
点
ま
で
の
深
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

（
地
震
時
に
お
け
る
ダ
ム
の
堤
体
の
慣
性
力
）

第
六
条
　
令
第
六
条
の
地
震
時
に
お
け
る
ダ
ム
の
堤
体
の
慣
性
力
は
、
ダ
ム
の
堤
体
に
水
平
方
向
に
作
用
す
る
も
の
と
し
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｉ＝
Ｗ
Ｋ
ｄ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｉ
、
Ｗ
及
び
Ｋ
ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｉ
　
地
震
時
に
お
け
る
ダ
ム
の
堤
体
の
慣
性
力
（
単
位
　
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｗ
　
ダ
ム
の
堤
体
の
自
重
（
単
位
　
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｋ
ｄ
　
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
設
計
震
度

（
地
震
時
に
お
け
る
貯
留
水
に
よ
る
動
水
圧
の
力
）

第
七
条
　
令
第
六
条
の
地
震
時
に
お
け
る
貯
留
水
に
よ
る
動
水
圧
の
力
は
、
ダ
ム
の
堤
体
と
貯
留
水
と
の
接
触
面
に
対
し
て
垂
直
に
作
用
す
る
も
の
と
し
、
適
切
な
工
学
試
験
又
は
類
似
の
ダ
ム
の
構
造
計
算
に
用
い
ら
れ
た
方
法
に
基

づ
き
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｐ
ｄ＝

０
．
８
７
５
Ｗ
０
Ｋ
ｄ√
（
Ｈ
１
ｈ
１
）

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｐ
ｄ
、
Ｗ
０
、
Ｋ
ｄ
、
Ｈ
１
及
び
ｈ
１
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｐ
ｄ
　
地
震
時
に
お
け
る
貯
留
水
に
よ
る
動
水
圧
の
力
（
単
位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｗ
０
　
水
の
単
位
体
積
重
量
（
単
位
　
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｋ
ｄ
　
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
設
計
震
度

Ｈ
１
　
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
か
ら
基
礎
地
盤
ま
で
の
水
深
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

ｈ
１
　
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
か
ら
ダ
ム
の
堤
体
と
貯
留
水
と
の
接
触
面
上
の
動
水
圧
を
求
め
よ
う
と
す
る
点
ま
で
の
水
深
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

（
貯
留
水
に
よ
る
揚
圧
力
）

第
八
条
　
令
第
六
条
の
貯
留
水
に
よ
る
揚
圧
力
は
、
ダ
ム
の
堤
体
及
び
基
礎
地
盤
に
お
け
る
揚
圧
力
を
求
め
よ
う
と
す
る
断
面
に
対
し
て
垂
直
上
向
き
に
作
用
す
る
も
の
と
し
、
断
面
の
区
分
に
応
じ
、
次
の
表
に
掲
げ
る
値
を
基
礎
と

し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

断
面
上
の
位
置

（
一
）

（
二
）

（
三
）

上
流
端

上
流
端
と
下
流
端
と
の
間

下
流
端

断

面

の

区

分

一
排
水
孔
の
効
果
が
及
ぶ
断
面

上
流
側
水
圧
の
値

（
イ
）

（
ロ
）

（
ハ
）

下
流
側
水
圧
の
値

上
流
端
と
排
水
孔
と
の
間

排
水
孔

排
水
孔
と
下
流
端
と
の
間

（
一
）
欄
の
値
と
（
二
）
の
（
ロ
）
欄
の

値
と
を
直
線
的
に
変
化
さ
せ
た
値

（
一
）
欄
の
値
と
（
三
）
欄
の
値
と
の
差
の

五
分
の
一
以
上
の
値
に
（
三
）
欄
の
値
を

加
え
た
値

（
二
）
の
（
ロ
）
欄
の
値
と
（
三
）
欄
の

値
と
を
直
線
的
に
変
化
さ
せ
た
値

二
排
水
孔
の
効
果
が
及
ば
な
い
断

面
又
は
排
水
孔
の
無
い
ダ
ム
の

断
面

上
流
側
水
圧
と
下
流
側
水
圧
と
の
差
の

三
分
の
一
以
上
の
値
に
下
流
側
水
圧
を

加
え
た
値

（
一
）
欄
の
値
と
（
三
）
欄
の
値
と
を
直
線
的
に
変
化
さ
せ
た
値

下
流
側
水
圧
の
値

（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
の
安
定
性
及
び
強
度
）

第
九
条
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
は
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
ダ
ム
の
堤
体
と
基
礎
地
盤
と
の
接
合
部
及
び
そ
の
付
近
に
お
け
る

せ
ん剪

断
力
に
よ
る
滑
動
に
対
し
、
必
要
な

せ
ん剪

断
摩
擦
抵
抗
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の

せ
ん剪

断
摩
擦
抵
抗
力
は
、
次
の
イ
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
次
の
ロ
の
式
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
Ｒ
ｂ＝

ｆ
Ｖ
＋τ

０
ｌ
０

ロ
　
Ｒ
ｂ≧

４
Ｈ

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
Ｒ
ｂ
、
ｆ
、
Ｖ
、τ

０
、
ｌ
０
及
び
Ｈ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｒ
ｂ
　
単
位
幅
当
た
り
の

せ
ん剪

断
摩
擦
抵
抗
力
（
単
位
　
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

ｆ
　
適
切
な
工
学
試
験
の
結
果
又
は
類
似
の
ダ
ム
の
構
造
計
算
に
用
い
ら
れ
た
値
に
基
づ
き
定
め
る
内
部
摩
擦
係
数

Ｖ
　
単
位
幅
当
た
り
の

せ
ん剪

断
面
に
作
用
す
る
垂
直
力
（
単
位
　
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

τ

０
　
類
似
の
ダ
ム
に
関
す
る
資
料
及
び
岩
盤
性
状
等
に
よ
り
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
現
場
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
定
め
る

せ
ん剪

断
強
度
（
単
位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

ｌ
０
　

せ
ん剪

断
抵
抗
力
が
生
ず
る

せ
ん剪

断
面
の
長
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｈ
　
単
位
幅
当
た
り
の

せ
ん剪

断
力
（
単
位
　
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）
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３
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
の
堤
体
に
生
ず
る
応
力
は
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
標
準
許
容
応
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
震
時
に
お
い
て
、
ダ
ム
の
堤
体
に
生
ず
る
圧
縮
応
力
に
つ
い

て
は
、
標
準
許
容
応
力
に
そ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
値
を
加
え
た
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
標
準
許
容
応
力
は
、
ダ
ム
の
堤
体
の
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
を
基
準
と
し
、
安
全
率
を
四
以
上
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

５
　
重
力
式
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
の
堤
体
は
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
上
流
面
に
引
つ
張
り
応
力
を
生
じ
な
い
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
局
部
的
な
引
つ
張
り
応
力
に
対
し
て
鉄
筋
等
で
補
強

さ
れ
て
い
る
ダ
ム
の
堤
体
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
安
定
性
及
び
堤
体
材
料
）

第
十
条
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
は
、
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
ダ
ム
の
堤
体
の
材
料
の
性
質
及
び
基
礎
地
盤
の
状
況
を
考
慮
し
、
ダ
ム
の
堤
体
の
内
部
、
ダ
ム
の
堤
体
と
基
礎
地
盤
と
の
接
合
部
及
び
そ
の
付

近
に
お
け
る
滑
り
に
対
し
、
必
要
な
滑
り
抵
抗
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
滑
り
抵
抗
力
は
、
次
の
イ
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
次
の
ロ
の
式
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
Ｒ
ｓ＝

Σ

｛
（
Ｎ－
Ｕ
）
ｔ
ａ
ｎφ

＋
Ｃ
ｌ
１
｝

ロ
　
Ｒ
ｓ≧

１
．
２Σ

Τ

こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
Ｒ
ｓ
、
Ｎ
、
Ｕ
、φ

、
Ｃ
、
ｌ
１
及
び
Ｔ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｒ
ｓ
　
単
位
幅
当
た
り
の
滑
り
抵
抗
力
（
単
位
　
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｎ
　
円
形
滑
り
面
上
の
各
分
割
部
分
に
作
用
す
る
荷
重
の
単
位
幅
当
た
り
の
垂
直
分
力
（
単
位
　
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｕ
　
円
形
滑
り
面
上
の
各
分
割
部
分
に
作
用
す
る
荷
重
の
単
位
幅
当
た
り
の
間
げ
き
圧
（
単
位
　
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

φ

　
円
形
滑
り
面
上
の
各
分
割
部
分
の
材
料
の
内
部
摩
擦
角
（
単
位
　
度
）

Ｃ
　
円
形
滑
り
面
上
の
各
分
割
部
分
の
材
料
の
粘
着
力
（
単
位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

ｌ
１
　
円
形
滑
り
面
上
の
各
分
割
部
分
の
長
さ
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｔ
　
円
形
滑
り
面
上
の
各
分
割
部
分
に
作
用
す
る
荷
重
の
単
位
幅
当
た
り
の
接
線
分
力
（
単
位
　
一
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

３
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
堤
体
は
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
潤
線
が
ダ
ム
の
堤
体
の
下
流
側
の

の
り法

面
と
交
わ
ら
な
い
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
し
ゃ
水
壁
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
し
ゃ
水
壁
の
材
料
は
、
土
質
材
料
そ
の
他
不
透
水
性
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
し
ゃ
水
壁
の
高
さ
は
、
令
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
し
ゃ
水
壁
及
び
こ
れ
と
基
礎
地
盤
と
の
接
合
部
は
、
貫
孔
作
用
が
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

５
　
基
礎
地
盤
か
ら
堤
頂
ま
で
の
高
さ
が
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
そ
の
堤
体
が
お
お
む
ね
均
一
の
材
料
に
よ
る
フ
ィ
ル
ダ
ム
の
構
造
は
、
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
堤
体
の
材
料
及
び
設
計
等
に
つ
い
て
類

似
の
ダ
ム
に
用
い
ら
れ
た
適
切
な
工
学
試
験
又
は
計
算
等
に
基
づ
き
安
全
の
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

６
　
フ
ィ
ル
ダ
ム
に
は
、
ダ
ム
の
堤
体
の
点
検
、
修
理
等
の
た
め
貯
水
池
の
水
位
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
放
流
設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
ゲ
ー
ト
に
作
用
す
る
荷
重
）

第
十
一
条
　
令
第
十
一
条
に
規
定
す
る
ダ
ム
の
ゲ
ー
ト
に
作
用
す
る
荷
重
の
う
ち
、
ゲ
ー
ト
の
自
重
、
貯
留
水
に
よ
る
静
水
圧
の
力
、
貯
水
池
内
に

た
い堆

積
す
る
泥
土
に
よ
る
力
、
地
震
時
に
お
け
る
ゲ
ー
ト
の
慣
性
力
及
び
地
震
時
に
お

け
る
貯
留
水
に
よ
る
動
水
圧
の
力
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
ダ
ム
の
堤
体
」
と
あ
る
の
は
、
「
ダ
ム
の
ゲ
ー
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
ダ
ム
の
ゲ
ー
ト
に
作
用
す
る
荷
重
と
し
て
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
採
用
す
る
も
の
と
す
る
。

項

区
分

荷
重

一

地
震
時
以
外
の
時

Ｗ
、
Ｐ
、
Ｐ
ｅ
、
Ｐ
ｉ
、
Ｐ
０

二

地
震
時

Ｗ
、
Ｐ
、
Ｐ
ｅ
、
Ｐ
ｉ
、
Ｉ
、
Ｐ
ｄ

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
、
Ｗ
、
Ｐ
、
Ｐ
ｅ
、
Ｐ
ｉ
、
Ｉ
、
Ｐ
ｄ
及
び
Ｐ
０
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
荷
重
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ｗ
　
ゲ
ー
ト
の
自
重

Ｐ
　
貯
留
水
に
よ
る
静
水
圧
の
力

Ｐ
ｅ
　
貯
水
池
内
に

た
い堆

積
す
る
泥
土
に
よ
る
力

Ｐ
ｉ
　
貯
留
水
の
氷
結
時
に
お
け
る
力

Ｉ
　
地
震
時
に
お
け
る
ゲ
ー
ト
の
慣
性
力

Ｐ
ｄ
　
地
震
時
に
お
け
る
貯
留
水
に
よ
る
動
水
圧
の
力

Ｐ
０
　
ゲ
ー
ト
の
開
閉
に
よ
つ
て
生
ず
る
力

３
　
前
項
の
表
に
お
い
て
採
用
す
る
荷
重
に
よ
り
ダ
ム
の
ゲ
ー
ト
に
生
ず
る
応
力
は
、
適
切
な
工
学
試
験
の
結
果
に
基
づ
き
定
め
る
許
容
応
力
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

3



（
ダ
ム
の
越
流
型
洪
水
吐
き
の
ゲ
ー
ト
等
の
構
造
）

第
十
二
条
　
越
流
型
洪
水
吐
き
の
引
上
げ
式
ゲ
ー
ト
の

大
引
上
げ
時
に
お
け
る
ゲ
ー
ト
の
下
端
及
び
越
流
型
洪
水
吐
き
に
附
属
し
て
設
け
ら
れ
る
橋
、
巻
上
げ
機
そ
の
他
の
堤
頂
構
造
物
は
、
設
計
洪
水
位
に
お
い
て
放
流
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
流
量
の
流
水
の
越
流
水
面
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
を
置
く
も
の
と
す
る
。

２
　
ダ
ム
設
計
洪
水
流
量
の
流
水
が
洪
水
吐
き
を
流
下
す
る
場
合
に
お
け
る
越
流
水
深
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
ダ
ム
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
・
五
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
・
〇
メ

ー
ト
ル
」
と
す
る
。

（
ダ
ム
の
越
流
型
洪
水
吐
き
の
越
流
部
の
幅
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二
　
越
流
型
洪
水
吐
き
を
有
す
る
ダ
ム
の
上
流
に
お
け
る
堤
防
（
計
画
横
断
形
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
計
画
堤
防
を
含
む
。
）
の
高
さ
が
当
該
ダ
ム
の
設
計
洪
水
位
以
上
非
越
流
部
の
高
さ
以
下
で
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
を
当
該
ダ
ム
の
洪
水
吐
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
可
動
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
越
流
型
洪
水
吐
き
」
と
、
「
径
間
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
越

流
部
の
幅
（
洪
水
吐
き
の
越
流
部
が
門
柱
、
橋
脚
等
に
よ
つ
て
分
割
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
分
割
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
越
流
部
の
幅
を
い
う
。
）
」
と
、
第
十
七
条
及
び
第
十
九
条
中
「
径
間
長
に
応
じ
た
径
間
数
」
と
あ
る
の
は
、
「
当

該
越
流
部
の
幅
に
応
じ
た
越
流
部
の
数
」
と
、
第
十
九
条
中
「
可
動

ぜ
き堰

」
と
あ
る
の
は
、
「
ダ
ム
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
貯
水
池
に
沿
つ
て
設
置
す
る
樹
林
帯
の
構
造
）

第
十
三
条
　
令
第
十
六
条
の
貯
水
池
に
沿
つ
て
設
置
す
る
樹
林
帯
の
構
造
は
、
成
木
に
達
し
た
と
き
の
樹
木
の
樹
冠
投
影
面
積
を
樹
林
帯
を
設
置
す
る
土
地
の
区
域
の
面
積
で
除
し
た
値
が
十
分
の
八
以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
高
規
格
堤
防
の
構
造
計
算
）

第
十
三
条
の
二
　
高
規
格
堤
防
及
び
そ
の
地
盤
に
関
す
る
構
造
計
算
は
、
河
道
内
の
水
位
が
次
に
掲
げ
る
場
合
及
び
河
道
内
の
水
位
が
高
規
格
堤
防
設
計
水
位
以
下
で
、
か
つ
、
水
位
が
急
速
に
低
下
す
る
場
合
に
お
け
る
荷
重
を
採
用

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
平
水
位
で
あ
る
場
合

二
　
計
画
高
水
位
で
あ
る
場
合

三
　
高
規
格
堤
防
設
計
水
位
で
あ
る
場
合

２
　
高
規
格
堤
防
の
構
造
計
算
は
、
高
規
格
堤
防
の
表

の
り法

肩
か
ら
令
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
天
端
幅
の
部
分
よ
り
堤
内
地
側
の
部
分
の
敷
地
で
あ
る
土
地
が
、
通
常
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
も
の
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
高
規
格
堤
防
の
構
造
計
算
に
用
い
る
設
計
震
度
）

第
十
三
条
の
三
　
高
規
格
堤
防
及
び
そ
の
地
盤
の
滑
り
に
関
す
る
構
造
計
算
に
用
い
る
設
計
震
度
は
、
第
二
条
第
四
項
の
強
震
帯
地
域
、
中
震
帯
地
域
及
び
弱
震
帯
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
一
五
、
〇
・
一
二
及
び
〇
・

一
〇
と
す
る
。

２
　
高
規
格
堤
防
の
地
盤
の
液
状
化
に
関
す
る
構
造
計
算
に
用
い
る
高
規
格
堤
防
の
表
面
に
お
け
る
設
計
震
度
は
、
前
項
に
規
定
す
る
値
に
一
・
二
五
を
乗
じ
て
得
た
値
と
す
る
。

３
　
河
道
内
の
水
位
が
平
水
位
を
超
え
計
画
高
水
位
以
下
で
あ
る
場
合
は
、
高
規
格
堤
防
及
び
そ
の
地
盤
の
構
造
計
算
に
用
い
る
設
計
震
度
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
値
の
二
分
の
一
の
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
高
規
格
堤
防
に
作
用
す
る
荷
重
）

第
十
三
条
の
四
　
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
高
規
格
堤
防
及
び
そ
の
地
盤
に
作
用
す
る
荷
重
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
中
「
ダ
ム
の
堤
体
」
と
あ
る
の
は
、

「
高
規
格
堤
防
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
貯
留
水
」
と
あ
る
の
は
、
「
河
道
内
の
流
水
」
と
、
「
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
水
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
河
道
内
の
流
水
の
水
位
」
と
、
第
六
条
中

「
ダ
ム
の
堤
体
」
と
あ
る
の
は
、
「
高
規
格
堤
防
及
び
そ
の
地
盤
」
と
、
「
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
設
計
震
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
た
設
計
震
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
二
十
二
条
の
二
の
越
流
水
に
よ
る
せ
ん
断
力
は
、
高
規
格
堤
防
と
越
流
水
と
の
接
触
面
に
お
い
て
作
用
す
る
も
の
と
し
、
次
の
式
に
よ
つ
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

τ
＝

Ｗ
０
ｈ
ｓ
Ｉ
ｅ

こ
の
式
に
お
い
てτ

、
Ｗ
０
、
ｈ
ｓ
及
び
Ｉ
ｅ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

τ

　
越
流
水
に
よ
る
せ
ん
断
力
（
単
位
　
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

Ｗ
０
　
水
の
単
位
体
積
重
量
（
単
位
　
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
重
量
ト
ン
）

ｈ
ｓ
　
高
規
格
堤
防
の
表
面
に
お
け
る
越
流
水
の
水
深
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

Ｉ
ｅ
　
越
流
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
勾
配

（
高
規
格
堤
防
の
安
定
性
）

第
十
三
条
の
五
　
高
規
格
堤
防
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
河
道
内
の
流
水
に
よ
る
洗
掘
に
対
し
、
必
要
な
抵
抗
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
河
道
内
の
水
位
が
高
規
格
堤
防
設
計
水
位
で
あ
る
場

合
に
お
い
て
、
越
流
水
に
よ
る
せ
ん
断
力
に
よ
る
洗
掘
に
対
し
、
必
要
な
せ
ん
断
抵
抗
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
高
規
格
堤
防
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
高
規
格
堤
防
の
内
部
及
び
高
規
格
堤
防
の
地
盤
面
の
付
近
に
お
け
る
滑
り
に
対
し
、
必
要
な
滑
り
抵
抗
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
滑
り
抵
抗
力
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
　
高
規
格
堤
防
は
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
浸
潤
線
が
高
規
格
堤
防
の
裏
側
の
表
面
と
交
わ
ら
な
い
構
造
と
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
高
規
格
堤
防
の
地
盤
面
の
付
近
に
お
け
る
浸
透
に
対
し
、
必
要

な
抵
抗
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
高
規
格
堤
防
の
地
盤
は
、
河
道
内
の
水
位
が
計
画
高
水
位
以
下
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
地
震
時
の
液
状
化
に
対
し
、
必
要
な
抵
抗
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（
堤
防
の
側
帯
）

第
十
四
条
　
令
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
側
帯
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
第
一
種
側
帯
　
旧
川
の
締
切
箇
所
、
漏
水
箇
所
そ
の
他
堤
防
の
安
定
を
図
る
た
め
必
要
な
箇
所
に
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
幅
は
、
一
級
河
川
の
指
定
区
間
外
に
お
い
て
は
五
メ
ー
ト
ル
以
上
、
一
級
河
川
の
指
定
区
間
内
及
び

二
級
河
川
に
お
い
て
は
三
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
　
第
二
種
側
帯
　
非
常
用
の
土
砂
等
を
備
蓄
す
る
た
め
特
に
必
要
な
箇
所
に
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
幅
は
、
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
堤
防
敷
（
側
帯
を
除
く
。
）
の
幅
の
二
分
の
一
以
下
（
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
場

合
は
、
二
十
メ
ー
ト
ル
）
と
し
、
そ
の
長
さ
は
、
お
お
む
ね
長
さ
十
メ
ー
ト
ル
の
堤
防
の
体
積
（
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
場
合
は
、
百
立
方
メ
ー
ト
ル
）
の
土
砂
等
を
備
蓄
す
る
た
め
に
必
要
な
長
さ
と
す
る
こ
と
。

三
　
第
三
種
側
帯
　
環
境
を
保
全
す
る
た
め
特
に
必
要
な
箇
所
に
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
幅
は
、
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
堤
防
敷
（
側
帯
を
除
く
。
）
の
幅
の
二
分
の
一
以
下
（
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
場
合
は
、
二
十

メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
こ
と
。

（
堤
防
に
沿
つ
て
設
置
す
る
樹
林
帯
の
構
造
）

第
十
四
条
の
二
　
令
第
二
十
六
条
の
二
の
堤
防
に
沿
つ
て
設
置
す
る
樹
林
帯
の
構
造
は
、
堤
内
の
土
地
に
あ
る
樹
林
帯
に
あ
つ
て
は
、
成
木
に
達
し
た
と
き
の
胸
高
直
径
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
樹
木
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
当

た
り
一
本
以
上
あ
る
も
の
そ
の
他
洪
水
時
に
お
け
る
破
堤
の
防
止
等
の
効
果
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（
堤
防
の
管
理
用
通
路
）

第
十
五
条
　
令
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
管
理
用
通
路
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
用
通
路
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
通
路
が
あ
る
場
合
、
堤
防
の
全
部
若
し
く
は
主
要
な
部
分
が
コ

ン
ク
リ
ー
ト
、
鋼
矢
板
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
よ
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
堤
防
の
高
さ
と
堤
内
地
盤
高
と
の
差
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
未
満
の
区
間
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
幅
員
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
堤
防
の
天
端
幅
以
下
の
適
切
な
値
と
す
る
こ
と
。

二
　
建
築
限
界
は
、
次
の
図
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

（
床
止
め
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
）

第
十
六
条
　
令
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
護
岸
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
質
の
状
況
等
に
よ
り
河
岸
又
は
堤
防
の
洗
掘
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
そ
の
他
治
水
上
の
支
障
が
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
床
止
め
に
接
す
る
河
岸
又
は
堤
防
の
護
岸
は
、
上
流
側
は
床
止
め
の
上
流
端
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
又
は
護
床
工
の
上
流
端
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
の
う
ち
い
ず
れ
か
上
流
側
の
地
点
か
ら
、
下
流
側
は
水

た
た叩

き
の
下
流
端

か
ら
十
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
又
は
護
床
工
の
下
流
端
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点
の
う
ち
い
ず
れ
か
下
流
側
の
地
点
ま
で
の
区
間
以
上
の
区
間
に
設
け
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
河
岸
又
は
堤
防
の
護
岸
は
、
湾
曲
部
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
河
川
の
状
況
等
に
よ
り
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
区
間
に
設
け
る
こ
と
。

三
　
河
岸
（
低
水
路
の
河
岸
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
堤
防
の
護
岸
の
高
さ
は
、
計
画
高
水
位
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
床
止
め
の
設
置
に
伴
い
流
水
が
著
し
く
変
化
す
る
こ
と
と
な
る
区
間
に
あ
つ
て

は
、
河
岸
又
は
堤
防
の
高
さ
と
す
る
こ
と
。

四
　
低
水
路
の
河
岸
の
護
岸
の
高
さ
は
、
低
水
路
の
河
岸
の
高
さ
と
す
る
こ
と
。

（
床
止
め
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
魚
道
）

第
十
六
条
の
二
　
令
第
三
十
五
条
の
二
の
魚
道
の
構
造
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
床
止
め
の
直
上
流
部
及
び
直
下
流
部
に
お
け
る
通
常
予
想
さ
れ
る
水
位
変
動
に
対
し
て
魚
類
の

そ遡
上
等
に
支
障
の
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
床
止
め
に
接
続
す
る
河
床
の
状
況
、
魚
道
の
流
量
、
魚
道
に
お
い
て
対
象
と
す
る
魚
種
等
を
適
切
に
考
慮
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。
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（
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
の
径
間
長
の
特
例
）

第
十
七
条
　
令
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
可
動
部
の
径
間
長
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
径
間
長
に
応
じ
た
径
間
数
に
一
を
加
え
た
値
で
可
動
部
の
全
長
を
除
し
て
得
ら
れ
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
可
動
部
の
径
間
長
の
平
均
値
が
三
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
流
心
部
以
外
の
部
分
に
係
る
可
動
部
の
径
間
長
を
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
が
起
伏
式
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
可
動
部
の
径
間
長
の
特
例
）

第
十
八
条
　
令
第
三
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
可
動
部
の
径
間
長
は
、
同
条
第
二
項
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
ゲ
ー
ト
の
直
高
が
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
は
、
ゲ
ー
ト
の
縦
の
長
さ
と
横
の
長
さ
と
の
比
の
値
が

十
分
の
一
と
な
る
値
（
十
五
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
場
合
は
、
十
五
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
の
う
ち
土
砂
吐
き
等
と
し
て
の
効
用
を
兼
ね
る
部
分
以
外
の
部
分
の
径
間
長
の
特
例
）

第
十
九
条
　
令
第
三
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
可
動
部
の
径
間
長
は
、
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
の
う
ち
土
砂
吐
き
又
は
舟
通
し
と
し
て
の
効
用
を
兼
ね
る
部
分
以
外
の
部
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
兼
用
部
分
以
外
の

部
分
」
と
い
う
。
）
の
径
間
長
が
計
画
高
水
流
量
に
応
じ
、
同
条
第
一
項
の
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
値
を
十
メ
ー
ト
ル
以
上
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
又
は
ゲ
ー
ト
の
縦
の
長
さ
と
横
の
長
さ
と
の
比
の
値
が
十
五
分
の
一
以
下
と
な
る

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
径
間
長
を
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
可
動
部
の
径
間
長
を
当
該
各
号
に
定
め
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
計
画
高
水
流
量
が
一
秒
間
に
つ
き
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
兼
用
部
分
以
外
の
部
分
の
可
動
部
の
全
長
が
三
十
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
　
十
二
・
五
メ
ー
ト
ル

二
　
計
画
高
水
流
量
が
一
秒
間
に
つ
き
二
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
兼
用
部
分
以
外
の
部
分
の
径
間
長
が
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
　
令
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
径
間
長
に
応
じ
た
径
間
数
に
一

を
加
え
た
値
で
兼
用
部
分
以
外
の
部
分
の
可
動
部
の
全
長
を
除
し
て
得
ら
れ
る
値

（
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
の
ゲ
ー
ト
に
作
用
す
る
荷
重
）

第
二
十
条
　
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
の
規
定
は
、
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
の
ゲ
ー
ト
に
作
用
す
る
荷
重
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
ダ
ム
の
堤
体
」
と
あ
る
の
は
、
「
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
の
ゲ
ー

ト
」
と
、
第
四
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
設
計
震
度
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
六
条
及
び
第
七
条
中
「
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
設
計
震
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
二
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
設
計
震
度
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
水
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
計
画

た
ん湛

水
位
に
風
に
よ
る
波
浪
の
影
響
等
を
勘
案
し
必
要
と
認
め
ら
れ
る
高
さ
を
加
え

た
水
位
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第
五
条
第
一
項
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
項
」
と
、
第
七
条
中
「
ダ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
可
動

ぜ
き堰

」
と
、
「
ダ
ム
の
非
越
流
部
の
直
上
流
部
に
お
け
る
水
位
」
と
あ
る
の
は
、
「
計
画

た
ん湛

水

位
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
　
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
の
ゲ
ー
ト
の
構
造
計
算
に
用
い
る
設
計
震
度
は
、
第
二
条
第
四
項
の
強
震
帯
地
域
、
中
震
帯
地
域
及
び
弱
震
帯
地
域
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
一
二
、
〇
・
一
二
及
び
〇
・
一
〇
と
す
る
。

３
　
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
の
ゲ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
洪
水
時
又
は
高
潮
時
に
お
け
る
動
水
圧
そ
の
他
の
ゲ
ー
ト
に
作
用
す
る
荷
重
を
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

（
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
が
起
伏
式
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
ゲ
ー
ト
の
構
造
）

第
二
十
一
条
　
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
が
起
伏
式
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
ゲ
ー
ト
（
潮
止
め
を
そ
の
設
置
の
目
的
に
含
む

せ
き堰

の
ゲ
ー
ト
を
除
く
。
）
の
構
造
の
基
準
は
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
ゲ
ー
ト
の
起
立
時
に
お
け
る
上
端
の
高
さ
は
、
計
画
横
断
形
に
係
る
低
水
路
の
河
床
の
高
さ
と
計
画
高
水
位
と
の
中
間
位
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ゲ
ー
ト
を
洪
水
時
に
お
い
て
も
土
砂
、
竹
木
そ
の
他
の
流
下
物
に
よ
つ

て
倒
伏
が
妨
げ
ら
れ
な
い
構
造
と
す
る
と
き
、
又
は
治
水
上
の
機
能
の
確
保
の
た
め
適
切
と
認
め
ら
れ
る
措
置
を
講
ず
る
と
き
は
、
ゲ
ー
ト
の
起
立
時
に
お
け
る
上
端
の
高
さ
を
堤
内
地
盤
高
又
は
計
画
高
水
位
の
う
ち
い
ず
れ
か

低
い
方
の
高
さ
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
ゲ
ー
ト
の
直
高
は
、
三
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ゲ
ー
ト
を
洪
水
時
に
お
い
て
も
土
砂
、
竹
木
そ
の
他
の
流
下
物
に
よ
つ
て
倒
伏
が
妨
げ
ら
れ
な
い
構
造
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
せ
き堰

の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
等
）

第
二
十
二
条
　
第
十
六
条
及
び
第
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、

せ
き堰

の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
及
び
魚
道
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
床
止
め
」
と
あ
る
の
は
、
「

せ
き堰

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
水
門
の
径
間
長
の
特
例
）

第
二
十
三
条
　
第
十
七
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
河
川
を
横
断
し
て
設
け
る
水
門
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
七
条
及
び
第
十
九
条
中
「
可
動
部
」
と
あ
り
、
及
び
第
十
九
条
中
「
可
動

ぜ
き堰

の
可
動
部
」
と

あ
る
の
は
、
「
水
門
の
う
ち
流
水
を
流
下
さ
せ
る
た
め
の
ゲ
ー
ト
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
門
柱
の
部
分
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
用
通
路
と
し
て
の
効
用
を
兼
ね
る
水
門
の
構
造
）

第
二
十
四
条
　
令
第
五
十
二
条
第
二
項
の
管
理
用
通
路
と
し
て
の
効
用
を
兼
ね
る
水
門
の
構
造
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
用
通
路
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
通
路
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一
　
管
理
橋
の
幅
員
は
、
水
門
に
接
続
す
る
管
理
用
通
路
の
幅
員
を
考
慮
し
た
適
切
な
値
と
す
る
こ
と
。

二
　
管
理
橋
の
設
計
自
動
車
荷
重
は
、
二
十
ト
ン
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
管
理
橋
の
幅
員
が
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
水
門
又
は

ひ樋
門
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
）

第
二
十
五
条
　
河
川
又
は
水
路
を
横
断
し
て
設
け
る
水
門
又
は

ひ樋
門
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
質
の
状
況
等
に
よ
り
河
岸
又
は
堤
防
の
洗
掘
の
お

そ
れ
が
な
い
場
合
そ
の
他
治
水
上
の
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
水
門
が
横
断
す
る
河
川
に
設
け
る
護
岸
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
各
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
床
止
め
」
と
あ
る
の
は
、
「
水
門
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
上
流
側
」
と
あ

る
の
は
、
「
当
該
水
門
が
横
断
す
る
河
川
の
上
流
側
」
と
、
「
下
流
側
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
水
門
が
横
断
す
る
河
川
の
下
流
側
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
　
水
門
又
は

ひ樋
門
が
横
断
す
る
河
岸
又
は
堤
防
に
設
け
る
護
岸
は
、
当
該
水
門
及
び

ひ樋
門
の
両
端
か
ら
上
流
及
び
下
流
に
そ
れ
ぞ
れ
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
結
ぶ
区
間
以
上
の
区
間
に
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、

第
十
六
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
床
止
め
」
と
あ
る
の
は
、
「
水
門
又
は

ひ樋
門
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
取
水
塔
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
）

第
二
十
六
条
　
取
水
塔
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
は
、
地
質
の
状
況
等
に
よ
り
河
岸
又
は
堤
防
の
洗
掘
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
そ
の
他
治
水
上
の
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
取
水
塔
の
上
流
端
及
び
下
流
端
か

ら
上
流
及
び
下
流
に
そ
れ
ぞ
れ
取
水
塔
と
河
岸
又
は
堤
防
と
の
距
離
の
二
分
の
一
（
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
径
間
長
の
二
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
基
準
径
間
長
の
二
分
の
一
。
十
メ
ー
ト
ル
未

満
と
な
る
場
合
は
、
十
メ
ー
ト
ル
）
の
距
離
の
地
点
を
結
ぶ
区
間
以
上
の
区
間
に
設
け
る
も
の
と
し
、
そ
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
床

止
め
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
水
塔
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
　
削
除

（
主
要
な
公
共
施
設
に
係
る
橋
）

第
二
十
八
条
　
令
第
六
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
主
要
な
公
共
施
設
に
係
る
橋
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
橋
と
す
る
。

一
　
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道

二
　
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道

三
　
前
号
に
規
定
す
る
道
路
以
外
の
道
路
で
幅
員
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

（
近
接
橋
の
特
則
）

第
二
十
九
条
　
令
第
六
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
河
道
内
に
橋
脚
が
設
け
ら
れ
て
い
る
橋
、

せ
き堰

そ
の
他
の
河
川
を
横
断
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
施
設
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
既
設
の
橋
等
」
と
い
う
。
）
に
近
接
し
て
設
け
る
橋

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
近
接
橋
」
と
い
う
。
）
の
径
間
長
は
、
令
第
六
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

近
接
橋
の
橋
脚
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
径
間
長
の
値
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
設
の
橋
等
の
改
築
又
は
撤
去
が
五
年
以
内
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
既
設
の
橋
等
と
近
接
橋
と
の
距
離
（
洪
水
時
の
流
心
線
に
沿
つ
た
見
通
し
線
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
見
通
し
線
」
と
い
う
。
）
上
に
お
け
る
既
設
の
橋
等
の
橋
脚
、

せ
き堰

柱
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
既
設
の
橋
脚
等
」
と

い
う
。
）
と
近
接
橋
の
橋
脚
と
の
間
の
距
離
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
径
間
長
未
満
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
近
接
橋
の
橋
脚
を
既
設
の
橋
脚
等
の
見
通
し
線
上
に
設
け

る
こ
と
。

二
　
既
設
の
橋
等
と
近
接
橋
と
の
距
離
が
、
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
径
間
長
以
上
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
川
幅
（
二
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
二
百
メ
ー
ト
ル
）
以
内
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
近
接
橋
の
橋
脚
を
既
設
の
橋
脚
等
の
見
通
し
線
上
又
は
既
設
の
橋
等
の
径
間
の
中
央
の
見
通
し
線
上
に
設
け
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
近
接
橋
の
径
間
長
が
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
径
間
長
を
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
径
間
長
か
ら
十
メ
ー
ト
ル
を
減
じ
た
値
以
上

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
近
接
橋
の
流
心
部
の
径
間
長
が
七
十
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
径
間
長
の
平
均
値
を
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
径
間
長
か
ら
十
メ
ー

ト
ル
を
減
じ
た
値
（
三
十
メ
ー
ト
ル
未
満
と
な
る
場
合
は
、
三
十
メ
ー
ト
ル
）
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
橋
面
）

第
三
十
条
　
令
第
六
十
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
橋
の
部
分
は
、
地
覆
そ
の
他
流
水
又
は
波
浪
が
橋
を
通
じ
て
河
川
外
に
流
出
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
部
分
と
す
る
。

（
橋
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
）

第
三
十
一
条
　
橋
の
設
置
に
伴
い
必
要
と
な
る
護
岸
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
地
質
の
状
況
等
に
よ
り
河
岸
又
は
堤
防
の
洗
掘
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
そ
の
他
治
水
上
の
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
河
道
内
に
橋
脚
を
設
け
る
と
き
は
、
河
岸
又
は
堤
防
に

も
近
接
す
る
橋
脚
の
上
流
端
及
び
下
流
端
か
ら
上
流
及
び
下
流
に
そ
れ
ぞ
れ
令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
径
間
長
の
二
分
の
一
の
距
離
の
地
点
を
結
ぶ

区
間
以
上
の
区
間
に
設
け
る
こ
と
。

二
　
河
岸
又
は
堤
防
に
橋
台
を
設
け
る
と
き
は
、
橋
台
の
両
端
か
ら
上
流
及
び
下
流
に
そ
れ
ぞ
れ
十
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
結
ぶ
区
間
以
上
の
区
間
に
設
け
る
こ
と
。

三
　
護
岸
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
号
中
「
床
止
め
」
と
あ
る
の
は
、
「
橋
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
用
通
路
の
保
全
の
た
め
の
橋
の
構
造
）

第
三
十
二
条
　
令
第
六
十
六
条
の
管
理
用
通
路
の
構
造
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
橋
（
取
付
部
を
含
む
。
）
の
構
造
は
、
管
理
用
通
路
（
管
理
用
通
路
を
設
け
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
計
画
さ
れ
て
い
る
管
理
用
通
路
）

の
構
造
を
考
慮
し
て
適
切
な
構
造
の
取
付
通
路
そ
の
他
必
要
な
施
設
を
設
け
た
構
造
と
す
る
。
た
だ
し
、
管
理
用
通
路
に
代
わ
る
べ
き
適
当
な
通
路
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
適
用
除
外
の
対
象
と
な
ら
な
い
区
域
）

第
三
十
三
条
　
令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
区
域
は
、
橋
の
設
置
地
点
を
含
む
一
連
区
間
に
お
け
る
計
画
高
水
位
の

こ
う勾

配
、
川
幅
そ
の
他
河
川
の
状
況
等
に
よ
り
治
水
上
の
支
障
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
区
域
と
す
る
。

（
治
水
上
の
影
響
が
著
し
く
小
さ
い
橋
）

第
三
十
四
条
　
令
第
六
十
七
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
橋
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
高
水
敷
に
設
け
る
橋
で
小
規
模
な
も
の

二
　
低
水
路
に
設
け
る
橋
で
可
動
式
と
す
る
等
の
特
別
の
措
置
を
講
じ
た
も
の

（
暫
定
改
良
工
事
実
施
計
画
が
定
め
ら
れ
た
場
合
の
特
例
）

第
三
十
五
条
　
令
第
七
十
五
条
に
規
定
す
る
暫
定
改
良
工
事
実
施
計
画
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
令
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
堤
防
及
び
床
止
め
に
つ
い
て
は
、
暫
定
改
良
工
事
実
施
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
高
水
流
量
、
横
断
形
、
高
水
位
、
津
波
水
位
又
は
高
潮
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ
計
画
高
水
流
量
、
計
画
横
断
形
、
計
画
高
水
位
、
計
画
津
波
水
位

又
は
計
画
高
潮
位
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
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二
　
堤
防
及
び
床
止
め
以
外
の
河
川
管
理
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
令
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
を
適
用
す
れ
ば
当
該
河
川
管
理
施
設
等
の
機
能
の
維
持
が
著
し
く
困
難
と
な
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
著
し
く
不
適
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
暫
定
改
良
工
事
実
施
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
高
水
流
量
、
横
断
形
、
高
水
位
、
津
波
水
位
又
は
高
潮
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ
計
画
高
水
流
量
、
計
画
横
断
形
、
計
画
高
水
位
、
計
画
津
波
水
位

又
は
計
画
高
潮
位
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

（
小
河
川
の
特
例
）

第
三
十
六
条
　
令
第
七
十
六
条
に
規
定
す
る
小
河
川
に
設
け
る
河
川
管
理
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
河
川
管
理
上
の
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
堤
防
の
天
端
幅
は
、
計
画
高
水
位
が
堤
内
地
盤
高
よ
り
高
く
、
か
つ
、
そ
の
差
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
区
間
に
お
い
て
は
、
計
画
高
水
流
量
に
応
じ
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

項

計
画
高
水
流
量
（
単
位
　
一
秒
間
に
つ
き
立
方
メ
ー
ト
ル
）

天
端
幅
（
単
位
　
メ
ー
ト
ル
）

一

五
〇
未
満

二

二

五
〇
以
上

一
〇
〇
未
満

二
・
五

二
　
堤
防
の
高
さ
は
、
計
画
高
水
位
が
堤
内
地
盤
高
よ
り
高
く
、
か
つ
、
そ
の
差
が
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
区
間
に
お
い
て
は
、
計
画
高
水
流
量
が
一
秒
間
に
つ
き
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
堤
防
の
天
端

幅
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
場
合
は
、
計
画
高
水
位
に
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
値
以
上
と
す
る
こ
と
。

三
　
堤
防
に
設
け
る
管
理
用
通
路
は
、
川
幅
が
十
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
区
間
に
お
い
て
は
、
幅
員
は
、
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
建
築
限
界
は
、
次
の
図
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

四
　
橋
に
つ
い
て
は
、
令
第
六
十
二
条
第
二
項
中
「
二
十
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
二
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
一
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
」
と
読
み
替

え
て
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。

五
　
伏
せ
越
し
に
つ
い
て
は
、
令
第
七
十
二
条
中
「
二
十
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
メ
ー
ト
ル
」
と
、
「
二
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
メ
ー
ト
ル
」
と
読
み
替
え
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
六
日
建
設
省
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
河
川
管
理
施
設
等
又
は
現
に
工
事
中
の
河
川
管
理
施
設
等
（
既
に
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
許
可
を
受
け
、
工
事
に
着
手
す
る

に
至
ら
な
い
許
可
工
作
物
を
含
む
。
）
が
改
正
後
の
河
川
管
理
施
設
等
構
造
令
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
又
は
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
河
川
管
理
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
工
事
の
着
手
（
許
可
工
作
物
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
六
条
の
許
可
）
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
後
で
あ
る
改
築
（
災
害
復
旧
又
は
応
急
措
置
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る

河
川
管
理
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
七
月
一
〇
日
建
設
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
三
一
日
建
設
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
一
月
二
八
日
建
設
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
〇
日
建
設
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
七
月
五
日
国
土
交
通
省
令
第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
水
防
法
及
び
河
川
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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